
このお知らせは、公務員共済の年金加入記録のある皆様にお送りしています。 

このお知らせの内容や共済年金について、ご不明なときは下記までお問い合わせください。 

名古屋市職員共済組合 給付係 

お問い合せダイヤル 

〒４６０－８５０８ 愛知県名古屋市 中区三の丸三丁目1番1号 

この「年金加入記録のお知らせ（公務員共済ねんきん特別便）」は、組合員であった方の公務員共
済のみの年金加入記録をお知らせするものですので、ご自身の年金加入記録をご確認ください。 

氏名・生年月日・住所について 
・当共済組合で記録している「氏名」「生年月日」「住所」等を表示しています。  
・「氏名」等の変更があるときは、お手数ですが、当共済組合までご連絡ください。 

基礎年金番号について 
・当共済組合で記録している「基礎年金番号」を表示しています。  
・基礎年金番号が誤っている場合や基礎年金番号欄が空欄の場合は、お手数ですが、当共
　済組合までご連絡ください。 

国民年金、厚生年金等に加入されていた期間は、このお知らせには記載されておりません。国民年金、
厚生年金等の加入記録は、社会保険庁が別途送付する「ねんきん特別便」において、ご確認ください。 

1. まず、ご本人の記録をお確かめください。（左図　　 内部分） 

①欄（加入制度）について 
・地方公務員共済と国家公務員共済の年金加入記録は、すべての期間を「公務員共済組
　合」と表示しています。 

　社会保険庁から別途送付される「ねんきん特別便」の公務員共済の年金加入記録とこのお知ら
せの記録が異なる場合、あなたの正しい公務員共済の年金加入記録はこのお知らせのとおりです。 
　地方公務員共済組合では、社会保険庁と協力して社会保険庁の年金加入記録の整備を行っていますが、一
部の記録については、修正が終わっていないため、社会保険庁の「ねんきん特別便」に記載されない公務員共
済の年金加入記録があります。 

　共済年金は、共済組合が管理している公務員共済の加入記録に基づいて決定しておりますの
で安心してください。 
（社会保険庁の管理している公務員共済の加入記録に基づいて決定されるものではありません。） 

　なお、社会保険庁の「ねんきん特別便」に同封されている年金加入記録回答票には必ず回答し
てください。（特にこのお知らせの記録と社会保険庁の「ねんきん特別便」の記録が異なる場合
には、正しい記録を記載のうえ、社会保険庁へ回答してください。） 

③欄（資格喪失年月日）について 
・公務員を退職した日の翌日を表示しています。 

⑦欄（合計（⑤＋⑥））について 
・障害（共済）年金を受給されている場合は、⑦欄の月数と年金額の基礎となっている月
　数が異なることがあります。 

2. 次に、年金加入記録をお確かめください。（左図　　 内部分） 

○A

○B

○C

○A

○B

○C

一時金全額受給期間がある方へ 

社会保険庁の「ねんきん特別便」が送付された方へ 

一時金全額受給期間（年金を支払うために積み立てた掛金を一時金として全額受給した期間）がある方 
には、その期間は表示していません。 

組合員であった方の年金加入記録をお確かめください。 

この印刷物は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 


